
2003/02/12 北海道新聞夕刊全道 

 

新聞配達の高校生 ひき逃げされ死亡＊江別 

 

 【江別】十二日午前四時五十分ごろ、江別市上江別四三七の市道

に男性が倒れているのを、乗用車で通りかかった人が見つけ、江別

署に届け出た。同署の調べで、男性は同市東野幌町、野幌高校一

年高石拓那さん（１６）と分かった。高石さんは全身を強く打っており、

約一時間後に死亡した。同署はひき逃げ事件として捜査している。 

 高石さんはアルバイトで新聞配達を行っており、同署は自宅から

自転車で新聞販売所に向かう途中、車にはねられたとみている。近

くに後部が大破した販売所の自転車が倒れており、追突されたとみ

られる。 

 高石さんは昨年五月からアルバイトを始めた。販売所の近藤孝雄

社長は「職場内ではあいさつをきちんと交わし、配達先からのクレー

ムも無いなど、勤務態度もまじめだった」と話している。高石さんは

野幌高ではバレーボール部に所属し、クラスでも人気者だった。  

 

2003/02/13 北海道新聞夕刊全道 

 

高１ひき逃げ 無職男を逮捕＊江別 

 

 【江別】十二日未明、江別市内の市道で、同市東野幌町の高校一

年生高石拓那さん（１６）がひき逃げされ死亡した事件で、江別署は

同日夜、業務上過失致死と道交法違反（ひき逃げ）の疑いで、無職

○○容疑者（２８）を緊急逮捕した。 

 調べによると、○○容疑者は同日午前四時五十分ごろ、ＲＶ（多目

的レジャー車）を運転、江別市上江別四三七の市道で、自転車に乗

り新聞配達のため販売店に向かう途中の高石さんをはねて死亡さ

せ、そのまま逃走した疑い。 



 ○○容疑者は「高石さんをはねた後、恐ろしくなって逃げた」と容疑

を認めている。○○容疑者は江別市の友人宅から車で別の友人宅

へ行く途中、車内のオーディオ機器の操作に気を取られ、高石さん

の発見に遅れ、追突したと話しているという。 

 同署員が、同市あけぼの町で前部を破損した○○容疑者のＲＶを

発見、近くの友人宅に戻った○○容疑者を逮捕した。 

 

2003/02/14 北海道新聞朝刊地方 

江別の高１ 死亡交通事故＊無謀運転の犠牲 

朝刊配達前、はねられ 

バレー部再建が夢 「あんないい子が」 

 

 【江別】江別市上江別の市道で十二日早朝、アルバイト先の新聞

販売店に向かう途中の野幌高校一年高石拓那（たくな）さん（１６）が

ひき逃げされ死亡した事件で、江別署は同日夜、美唄市内の無職

男を容疑者として逮捕した。同署の調べで事故当時の状況が分か

ってくるにつれ、関係者の間に怒りと悲しみがあらためて広まってい

る。 

 十二日午前四時五十分。現場から一キロほど離れた北海道新聞

販売所の所員は、高石さんの携帯電話を鳴らした。「もうすぐ着きま

すから」。元気な声が返ってきた。雪が降り始めていた。 

 車で通りかかった人が車道に倒れていた高石さんを見つけ、１１０

番通報したのは十五分後。高石さんは市内の病院に運ばれたが、

全身を強く打っており、間もなく死亡した。 

 現場はＪＲ函館線に沿った片側一車線の直線道路。当時、高石さ

んが走っていた線路側車道の脇の歩道は除雪されておらず、凍った

雪が山積み状態だった。調べでは、車道左端を自転車で走っている

高石さんを後方から来た無職○○容疑者（２８）のＲＶ（多目的レジャ

ー車）がはねた。 

 自転車を五十メートルもひきずった跡が残っており、かなりの速度

が出ていたと見られる。○○容疑者は江別市内の友人宅で徹夜で

遊び、別の友人宅に向かう途中。調べに対し、高石さんをはねた後、



一度は現場に戻ったものの、恐ろしくなって逃げた、酒を飲んでいた

などと供述している。 

 「なんであんないい子がそんな無謀な車の犠牲にならなきゃいけ

ないんだ」。野幌高で担任の坂井秋人教諭（４１）は声を詰まらせる。 

 高石さんの愛称は「拓ちゃん」。頼まれると嫌と言えない人柄で、ク

ラスのムードメーカーだった。成績は優秀。「手に職を付けたいから

調理師になる」と話していた。 

 中学校からバレーボールを続け、野幌高でもバレーボール部。部

員不足で練習も満足にできない状態の部を一人支えた。放課後、体

育館で黙々と練習に励んだ。家計を助けるためアルバイトを探した

ときに朝刊配達を選んだのは、放課後の練習時間を確保するため

だ。 

 坂井教諭は運動神経抜群の高石さんを陸上部に誘ったことがある。

「春には後輩が入ってくるから」。高石さんはそう笑った。バレーボー

ル部を立て直すことを夢見て、春を待っていた。 

 同級生は高石さんに贈る寄せ書きを始めた。高石さんが愛したバ

レーのボールと色紙に一人ずつ思い出と贈る言葉を書き込んだ。ひ

つぎに入れてもらうつもりだ。 

 

2003/02/21 北海道新聞朝刊地方 

 

＜記者日記＞ひき逃げには厳罰を 

 

 これは殺人だ。取材して、そう思った。 

 江別市内で十二日早朝、アルバイト先の北海道新聞販売所に自

転車で向かう途中の野幌高一年高石拓那さん（１６）がひき逃げされ

た事件だ。 

 午前五時すぎに、車で通りかかった男性が路上に倒れていた高石

さんを発見した時、まだ息があった。亡くなったのは病院に運ばれた

後だ。全身を強く打っていたから、すぐに運ばれても助からなかった

かもしれない。だが、犯人は高石さんを、雪の降る氷点下の路上に

置き去りにした。高石さんに外傷はほとんどなかった。「助けなくては」



とは思わなかったのか。 

 私たち記者が書いた記事を、高石さんは読者に届けてくれていた。

その仕事に向かう途中、理不尽に命を奪われた。それを考えると心

が痛む。 

 江別署の迅速な捜査で事件発生当日の夜、容疑者が逮捕された。

ひき逃げの場合、目撃者がいないケースが多い。だが、科学的な調

査で事実を明らかにし、加害者を厳罰に処してほしい。（玄）  

 

2003/05/28 北海道新聞朝刊地方 

 

拓那よ 父母はあきらめぬ 

１６歳をひき逃げ 命奪った被告に懲役２年１０カ月 

控訴要望書きょうにも提出 

量刑に不満「厳罰を」 

飲酒立証ならず 危険運転不適用 

 

 【江別】江別市上江別の市道で二月、アルバイト先の新聞販売店

に向かう途中の野幌高一年高石拓那（たくな）さん＝当時（１６）＝が

ひき逃げされ死亡した事件で、業務上過失致死、道交法違反（ひき

逃げ）の罪に問われた江別市内の○○被告（２８）の判決公判が二

十一日、札幌地裁であり、中桐圭一裁判官は○○被告に懲役二年

十カ月（求刑懲役四年）を言い渡した。これに対し、高石君の両親は

「刑が軽すぎる」として、控訴を求める要望書を二十八日にも札幌地

検に提出する。 

 「こんなことって…」。傍聴席で判決を聞いた両親の弘さん（４２）と

洋子さん（４１）は、ショックで次の言葉が出てこなかった。二男拓那

さんの命を奪った被告が退廷するのをぼうぜんと見ていた。「警察も

検察も『これは殺人だ』と言った。その結果がこの判決か。絶対納得

できない」。弘さんは唇をかみしめる。 

 

はねた後、放置 

 判決によると、○○被告は二月十二日午前四時五十分ごろ、乗用



車を時速六十キロで運転中、カーステレオに入れるＭＤを選ぼうとし

て脇見運転し、道路左端を自転車で走っていた拓那さんをはね、死

亡させた。○○被告は拓那さんをそのままにして逃亡。同日中に江

別署に逮捕された。 

 ○○被告の車には同乗者がいた。江別署などの捜査では、○○

被告は友人たちと飲酒しながら遊び、同乗者宅に向かう途中だった。

現場には自転車を五十メートルもひきずった跡が残り、かなりの速

度が出ていたと見られる。 

まるで「逃げ得」 

 過度の飲酒や無謀運転で人をはね死亡させた場合、危険運転致

死罪（一年以上十五年以下の懲役）が適用される。これにひき逃げ

が加わると、最高刑は懲役二十年だ。一方、業務上過失致死罪で

ひき逃げの場合の最高刑は懲役七年六カ月。 

 高石さん夫婦は事件発生後、札幌地検の担当検事に「危険運転

致死罪は適用できないのか」と聞いた。「不可能」との答えだった。

事件発生直後に加害者の呼気を調査できなかったため酒酔い運転

かどうかが立証できない、などの理由だった。 

 裁判で、同乗者は証言しなかった。判決文に「飲酒運転」の文字は

盛られていない。「飲酒量も、はねた時点での速度も、被告の証言

だけ。これじゃ『逃げ得』じゃないか」と弘さんは憤る。 

 夫婦は北海道交通事故被害者の会（事務局・札幌）に相談し、《１》

量刑不当による控訴《２》危険運転致死罪への訴因変更などを求め

る要望書を札幌地検に提出することを決めた。「事実を解き明かす

には、唯一の目撃者である同乗者や被告と一緒に酒を飲んだ人た

ちの証言が不可欠だ」と訴える。 

同級生の人気者 

 拓那さんは野幌高バレーボール部の所属。部員不足の部を一人

で支え、今春の新入部員を待ち望んでいた。携帯電話を手に入れる

ためにバイトを始めたが、冬休みごろからはバレー部のボールとネ

ット代の足しにするつもりでバイト代をためていた。朝刊配達を選ん

だのは放課後の練習時間を確保するためだ。 

 同級生たちに「拓ちゃん」と慕われた。四十九日の法要が営まれた

四月一日、同級生の一人がこんな話を披露した。「悩みを相談した

ら『１％しか可能性がなくても、ぼくは９９％努力する。絶対あきらめ

ない』って。あの言葉が心に響いた」 

 弘さんは地検に提出する要望書を手にきっぱり言う。「一生をかけ



て、ひき逃げ殺人の厳罰化を実現する。私も絶対にあきらめない。

そうでなくては、私たちと同じ悲劇が何度でも繰り返されてしまう」 

  

【写真説明】友人とはしゃぐ生前の拓那さん＝２００１年１２月、江別

市内の友人宅  

 

2003/05/28 読売新聞 

 

２月の江別のひき逃げで遺族が地検に控訴求め上申書 

 

北海道江別市で２月、道立高１年の高石拓那さん（当時１６歳）がひ

き逃げされて死亡した事件で、高石さんの両親が２８日、業務上過

失致死と道交法違反（ひき逃げ）の罪に問われた美唄市○○、無職

○○被告（２８）に対し、札幌地裁が言い渡した懲役２年１０月の判

決は軽すぎるとして、札幌地検に控訴を求める上申書を提出した。 

 起訴状によると、○○被告は２月１２日午前４時５０分ごろ、江別市

上江別の市道で乗用車を運転し、新聞配達のアルバイト先に向かっ

ていた自転車の拓那さんをはねて死亡させ、そのまま逃げた。同地

検は懲役４年を求刑、同地裁は今月２１日に判決を出した。 

 

 拓那さんの父、高石弘さん（４２）らは上申書で、○○被告が飲酒

運転したと供述していたにもかかわらず、飲酒運転の罪が問われな

いのは「逃げ得」だとし、量刑不当による控訴とともに、より刑が重い

危険運転致死罪に切り替えることなども求めている。弘さんは「検事

から実質勝訴と言われたが、納得できない。逃げて飲酒が免じられ

るのは不平等だ」としている。 

 



2003/07/29 北海道新聞朝刊地方  

 

「ひき逃げ 量刑軽すぎる」 

遺族が説明求める 

地検に要望書 

 

 江別市で二月、野幌高一年の高石拓那さん＝当時（１６）＝がひき

逃げされて死亡した事件で、拓那さんの両親が二十八日、札幌地検

に対し、加害者の量刑について説明を求める要望書を提出した。 

 提出したのは高石弘さん（４２）と妻洋子さん（４１）。二人は、札幌

地裁が加害者の男性に言い渡した懲役二年十カ月の判決は軽すぎ

るとして、五月二十八日に札幌地検に控訴を求める上申書を提出し

たが、控訴されず刑が確定した。 

 この日の要望書は「これから法改正を求める運動をしていくために、

検察庁としての考え方を知りたい。文書で回答してほしい」とする内

容。高石さんは、拓那さんの同級生らと八月から道交法改正を求め

る署名活動を始める予定で「悪質なドライバーに『逃げ得』を許す現

行法を改めなくては、飲酒ひき逃げはなくならない」と話している。 

 

2003/08/06 北海道新聞朝刊地方 

 

ひき逃げ死亡の野幌高生両親ら 

罰則強化を求めて１２日から署名活動 

 

 【江別市】江別市で二月、野幌高一年の高石拓那さん＝当時（１６）

＝がひき逃げされ死亡した事件で、拓那さんの両親と友人たちが、

拓那さんの命日から半年となる十二日、道交法のひき逃げの罰則

の強化を求める署名活動を始める。 

 署名活動を行うのは両親の高石弘さん（４２）、妻洋子さん（４２）と

幼なじみら。高石さんは「ひき逃げは故意で悪質な行為。現行の法

定刑（五年以下の懲役または五十万円以下の罰金）は軽すぎる」と

して、道交法改正を求めている。 



 十二日は、高石さん夫婦と拓那さんの友人たち約二十人が、ＪＲ

野幌駅前など江別市内四カ所で街頭署名を募る。さらにインターネ

ットなどを通じて全国に署名を呼びかけ、今秋にも第一次分を取りま

とめて法務大臣に提出する方針だ。 

 拓那さんは二月十二日早朝、自転車で新聞配達のアルバイトに向

かう途中、乗用車にひき逃げされ死亡した。加害者は同日中に逮捕

され、札幌地裁は五月、業務上過失致死と道交法違反（ひき逃げ）

の罪で加害者に懲役二年十カ月を言い渡し、刑が確定した。 

 高石さん（４２）は「拓那の犠牲を無駄にしないために、結果的に

『逃げ得』を許した現行法を改正したい」と話している。 

  

【写真説明】高石弘さん（左）と、署名活動に使う看板づくりに取り組

む拓那さんの友人たち 

 

2003 年 8 月 12 日(火)ＳＴＶ「どさんこワイド２１２」 

逃げ得許さない！ 遺族らが署名活動 

 

｢逃げ得はもう許さない｣。息子を奪われた両親とその友人

が立ちあがりました。2003 年 2月、江別市で飲酒運転の車

にひき逃げされ死亡した高校生の友人と両親が、罰則の

強化を国に訴えようと街頭署名活動を始めました。市民の

関心は予想以上でした。 

 

16歳で命を奪われた高石拓那さんの月命日の12日、拓那

さんの両親、そして拓那さんの友人だった市内 4つの高校

の生徒有志らが街頭に立ちました。飲酒ひき逃げの刑を重

くするため、道行く市民に署名を求めたのです。 

高石拓那さんが飲酒ひき逃げ事件の犠牲になったのは

2003年 2月です。自転車で新聞配達のアルバイトに向かう



途中、江別市の路上で RV車にはねられ死亡しました。現

場から逃げた男はおよそ 10 時間後に逮捕。男は飲酒運転

を認めましたが、逃げている間に酔いが醒めたため、警察

は飲酒運転の立証ができませんでした。この結果、男には

量刑の重い危険運転致死罪の適用は見送られ、懲役 2年

10 か月という判決が下されました。 

こうした判決が続けば、飲酒ひき逃げに対する逃げ得を助

長させる。この思いから両親と友人らは、飲酒ひき逃げの

刑を重くすること求める署名活動を行うことを決意しまし

た。友人らは夏休みを利用し署名活動の準備作業を続け

ました。 

(拓那さんの友人･工藤孝太さん)｢1 人でも多く署名してもら

ったらうれしいです｣ 

12 日の署名活動には多くの市民が足を止め、署名用紙に

名前を書き込みました。反響は予想以上でした。 

(友人)｢頑張った結果がこれだけの署名を集めることができ

てうれしい｣ 

(父･高石弘さん)｢応援してくれる。みんな同じ気持なんだな

と｣ 

(母･高石洋子さん)｢本当は助かっていたかもしれない人た

ちのためにも、拓那のためにも頑張らないといけない｣ 

集まった署名は、早ければこの秋にも法務大臣宛てに提

出される予定です。 
 

 

2003/08/13 北海道新聞朝刊地方 

「ひき逃げ犯重罪にして」両親、友人が署名開始 

高石さん事件 

 

 【江別】江別で二月、ひき逃げ事件で命を奪われた野幌高一年の

高石拓那さん＝当時（１６）＝の両親と友人たちが十二日、道交法の

ひき逃げの罰則強化を求める街頭署名活動を江別市内で始めた。 

 両親と拓那さんの同級生、幼なじみ、市内の子ども会のメンバーら

五十人が集まり、ＪＲ野幌駅や大型店前など四カ所で「ひき逃げを重



罪に」などと書いた看板を掲げて署名を集めた。 

 拓那さんは二月十二日早朝、自転車でアルバイトに向かう途中、

乗用車にひき逃げされ亡くなった。札幌地裁は五月、業務上過失致

死と道交法違反（ひき逃げ）の罪で加害者に懲役二年十カ月を言い

渡し、刑が確定した。 

 大型店前で署名を募った拓那さんの友人の高橋哲自さん（１７）、

いとこの新山将司さん（１７）は「法律を変える活動を続ける」と力を

込める。 

 署名はインターネットなどを通じて全国に呼びかけ、今秋にも第一

次分を取りまとめて法務大臣に提出する。問い合わせは高石さん

（電）０９０・８４２８・６９６４へ。 

 

2003/08/31 北海道新聞朝刊全道 

ひき逃げ罰則強化求め街頭署名活動 

高石さん家族ら 

 

 江別で二月、野幌高一年の高石拓那さん＝当時（１６）＝がひき逃

げされ死亡した事件で、拓那さんの両親と友人たち五十人が三十日、

ＪＲ札幌駅前で道交法のひき逃げの罰則強化を求める街頭署名活

動を行った。 

 拓那さんは二月十二日早朝、自転車で新聞配達のアルバイトに向

かう途中、乗用車にひき逃げされ亡くなった。札幌地裁が五月、業

務上過失致死と道交法違反（ひき逃げ）の罪で加害者に懲役二年

十カ月を言い渡し、刑が確定している。 

 父弘さん（４２）は「むごいひき逃げをなくすには、罰を重くし、重罪

であることを多くの人々に知ってもらうことが必要」と協力を呼び掛け

た。 

 署名は全国に呼び掛けており、十月末までに寄せられた分をまと

め、法務省に提出する。  

 



（2003 年 9 月 23 日(火)「どさんこワイド２１２」） 

広がる支援の輪 飲酒ひき逃げ罰則強化訴え 

 

飲酒運転の車にひき逃げされ、我が子が帰らぬ人となりま

した。ひき逃げ犯は捕まりましたが、逃げた方が罪が軽い

という不可解な現実がありました。誰もが｢なぜ？｣と思いま

すが、こうした法律の矛盾が実際に存在します。 

 

江別に住む高石さんです。2 か月前から署名活動をはじ

め、今、その集計に追われる日々が続いています。署名は

飲酒ひき逃げの犯人に厳罰化を訴えるものです。道内だけ

でなく、全国各地からも多くの署名が集まりました。 

(父･高石弘さん)｢意味がないなんて絶対言わせない。気持

ちがこもっているので｣ 

署名だけではありません。高石さんを励ます手紙も数多く

寄せられました。 

(母･高石洋子さん)｢驚くのは、全然知らない人から届くこ

と。尐しでも役に立てばと｣ 

高石さんの次男･拓那さんは野幌高校のバレーボール部

員でした。尐ない部費を補うため、新聞配達のアルバイトを

していました。しかし、2003 年 2月、新聞配達に向かう途中

ひき逃げされ死亡しました。ひき逃げ犯はまもなく逮捕され

ましたが、当時、飲酒運転でした。飲酒など、正常ではない

状態で死亡事故を起こした場合、危険運転致死罪という法

律が適用されます。危険運転致死罪の最高刑は懲役 15

年、しかし、ひき逃げ犯に下ったのは懲役2年10か月の判

決でした。逃げてから逮捕されるまでの間に酔いが醒めた

ため、危険運転致死罪が見送られたのです。 

(洋子さん)｢私がこの裁判で学んだことは、お酒を飲んで運

転したら逃げた方が得ということ｣ 

高石さんは週末、カー用品店や自動車販売店を廻ってい

ます。飲酒運転で事故を起こした場合、助けるより逃げた

方が罪が軽くなる、こうした法律の矛盾を多くのドライバー

に訴えるためです。 



街頭署名には拓那さんの友人が大きな力となりました。同

級生やバレーボール部員、さらに、市内の別の高校の生

徒も加わりました。その訴えに多くの人が署名を寄せまし

た。 

(署名した人)｢逃げた方が得なんて、ありえない｣ 

(女性)｢逃げ得だと思えばみんな逃げてしまうのでは｣ 

実は、この法の矛盾に苦しむのは高石さんだけではありま

せん。2003 年 3 月、栃木県益子町で女子中学生 2人がひ

き逃げされ、死亡しました。ひき逃げした男はゴルフに出か

けて酒を飲み、帰宅途中に 2人の命を奪ったのです。 

(理恵さんの父･鈴木栄さん)｢危険運転致死罪を使ってもら

えると思っていた｣ 

男は事件のおよそ 6時間後に出頭し、危険運転致死罪で

送検されました。しかし、宇都宮地検は危険運転致死罪の

適用を見送りました。｢ひき逃げ現場までは何事もなく運転

していて、正常な運転が困難だったとはいえない｣という理

由でした。 

(歩美さんの父･添谷修治さん)｢それはないんじゃないかと｣ 

2 人の遺族は危険運転致死罪の適用を求め 9万 3000 人

余りの署名を地検に提出しました。しかし、一審で男に下さ

れた判決は 5年 6か月、遺族の願いは叶いませんでした。 

(青野渉弁護士)｢被害者の声からできた法律だから、検察

はもう尐し壁を越えて起訴してもいいのでは｣ 

江別の高石さんもこの事件の行方に関心を寄せていまし

た。 

(高石弘さん)｢絶対こんな判例を続けることがまずいと気づ

いてもらいたい｣ 

高石さんは栃木の遺族の連絡先を調べ、電話をかけまし

た。 

(弘さん)｢法改正の署名活動をしています｣ 

(添谷さん)｢できるだけ協力したいと思っているので、頑張っ

て｣ 

高石さんは栃木県の遺族の元へ署名用紙と手紙を送るこ

とにしました。手紙には飲酒ひき逃げの矛盾を協力して訴

えていきたいという思いをしたためました。 

(洋子さん)｢法改正の気持ちが同じだったら一緒に闘ってい



きませんかと、そういう気持ちです｣ 

飲酒など悪質なドライバーを厳罰するため、2001 年、制定

された危険運転致死罪。しかし、その法律が逆に遺族を苦

しめる結果を招いています。 
 

 

2003/11/28 北海道新聞朝刊全道 

 

ひき逃げの罰則強化へ 

５万人署名、法相に 

江別の高石さんら訴え 

 

 今年二月、江別市内で野幌高一年の高石拓那さん＝当時（１６）＝

がひき逃げされ、死亡した事件で、拓那さんの両親と二人の友人が

二十七日、法務省を訪れ、ひき逃げの罰則強化を求める五万九百

十一人分の署名を野沢太三法相に手渡した。 

 拓那さんは二月十二日早朝、自転車で新聞配達のアルバイトに向

かう途中、乗用車にひき逃げされ亡くなった。札幌地裁は業務上過

失致死と道交法違反（ひき逃げ）の罪で、加害者に懲役二年十カ月

を言い渡し、刑が確定している。 

 父の弘さんらは「非道なひき逃げをなくすために」と、夏から街頭な

どで署名を呼び掛けてきた。 

 同日、弘さんは野沢法相に事故の経緯を説明するとともに罰則強

化を強く求めた。これに対し、署名を受け取った野沢法相は「遺族の

気持ちを受け止め検討したい」と述べた。 

 弘さんは「大臣が息子の事件を重く受け止めてくれ、罰則強化に

真剣に取り組むと言ってくれた。今後も署名などの取り組みを続け

たい」と話している。  

 



2004/01/20  北海道新聞朝刊全道 

 

野幌高の女子デュオ「ＷＡＲＭＳ」 

輪禍死の後輩にささげる歌 

２７日にＣＤ発売 

「同世代の人聞いて」 

 

 【江別】「一日を一生懸命生きようってあなたが私に教えてくれた」

－。野幌高校３年の宮口真衣さん（１８）と押切妙さん（１８）の同級生

デュオ「ＷＡＲＭＳ」（ウォームス）がインディーズレーベルから初のＣ

Ｄ「一番星」を２７日、発売する。「一番星」は昨年２月、江別市内で

ひき逃げされ、死亡した同高１年高石拓那君＝当時（１６）＝に贈る

オリジナル曲。一周忌を前に２人による鎮魂の歌声が響く。 

 高石君は自転車で新聞配達のアルバイトに向かう途中、乗用車に

ひき逃げされ亡くなった。 

 現在も高石君の自宅に同級生らが集まり、両親の弘さん（４２）と

洋子さん（４１）を囲み、思い出を語り合っている。高石君と一緒に下

校する仲だった二人も昨夏から通う。 

 初めて訪ねた時、弘さんから「歌がうまい先輩がいると（高石君が）

自慢していた」と聞かされた。そこで両親から承諾を得て、昨秋に曲

を作った。 

 静かなバラードの曲は「あなたがこの世に残した言葉 私の胸の

中で強く生きていく力に変わったよ」など、懸命に生きる誓いが託さ

れている。 

 札幌市内でのライブのほか、昨年十一月には川崎市で開かれた

高校生音楽祭全国ライブ（実行委主催）にも道内予選で優勝して出

場、「一番星」を歌い、その際に両親がひき逃げの厳罰化を求める

署名運動をしていることも紹介。そのため、高石君の両親のもとに

「『一番星』で知った」と署名に賛同する十代の声が神奈川県など全

国から届く。弘さんは「十代ならではの方法で事故の悲惨さを伝えて

くれてありがたい」。 

 二人は「特に同年代の人に聞いてもらいたい」と話す。ＣＤは五曲

収録で九百枚限定、税込み千円。道内の玉光堂などで扱う。問い合

わせはウォームスの電子メールｔｉａｎｌｏｎｇ＠ｌｉｖｅｄｏｏｒ．ｃｏｍへ。 

  



【写真説明】札幌中心部の商業施設で歌う「ＷＡＲＭＳ」の宮口さん

（右）と押切さん  

 

2005/3/1 HBC テレビ「テレポート 2000」 

 

亡き息子・・・両親に卒業証書  

 

江別の野幌高校の卒業式では、２年前ひき逃げ事件で亡くなった男

子高校生の両親が、1 日、息子の代わりに卒業証書を受け取りまし

た。 

同級生たちの胸に、命の重みを刻んだもう一つの卒業式です。野幌

高校の卒業式に、若者たちの晴れやかな顔が並びます。 

その尐年は、一人、母親に抱かれた額縁の中で、仲間の卒業式を

見送りました。 

高石拓那さんは、高校１年生だった２年前の２月、アルバイト先の新

聞配達に向かう途中、ひき逃げされ死亡しました。 

バレーボール部に所属していた高石さんは、誰からも好かれる明る

いスポーツマンでした。 

ひき逃げした男は逮捕され、懲役２年 10 ヶ月の判決をうけます。 

命の代償の軽さに、高石さんの両親は打ちひしがれ、ひき逃げとい

う罪に対しより厳格な処罰を求める署名運動を始めました。 

そんな両親の活動や思いを支えていたのは、高石さんの学校の同

級生たちでした。 

事故のあと、友達の一人は、ずっと高石さんの制服を着て学校生活

を過ごし、1 日の卒業式も一緒に迎えました。 

高石さんの両親も、壇上で卒業証書を受け取りました。 

高石さんを一緒に卒業させてあげたいという学校の計らいでした。 

失われた仲間の命とどう向き合い、何を考えるか。 

重いメッセージを胸に、若者たちは、きょう学び舎を後にします。 

 



2005 年 4 月 5 日 朝日新聞 

 

「ひき逃げの厳罰化を」 

 9 万 8 千人署名 遺族ら要望書 

 

 酒や薬物を飲んで起こした交通死亡事故を厳しく罰する危険運転

致死傷罪の成立後、現場から逃げて飲酒などの立証を困難にし、

同罪の適用を免れる例が生じているとして、ひき逃げ事故の遺族ら

が４日、ひき逃げ犯の厳罰化を求める要望書を南野法相に提出した。

約 9万 8千人の署名を示し「ひき逃げによってかえって罪が軽くなる

矛盾が生じている」と訴え、関連法の改正を求めた。法相は「検討さ

せていただく」と述べたという。 

 要望書を提出したのは、泥酔した運転手のトラックに追突されて 3

歳と1歳の2人の娘を亡くした井上保孝さんと妻郁美さんら全国の6

遺族。遺族らの活動が元になり、01 年に危険運転致死傷罪が成立

した。酒や薬物を飲んで車を運転して人を死なせた場合は最高 20

年の懲役が科される。 

 しかし、加害者が現場から逃げ、同罪の適用を免れて刑が軽くな

る例があるという。業務上過失致死とひき逃げの罪を併合しても最

高で懲役 7年に 6 カ月にとどまる。03 年にひき逃げ事故で当時 16

歳だった息子の拓那さんを失った高石弘さんと妻の洋子さんは「悪

質なドライバーの逃げ得を許す法を改めなければ、ひき逃げ犯はな

くならない」と訴えた。       

 

2005 年 5 月 5 日 北海道新聞 

 

二男奪ったひき逃げ許さない 

厳罰化署名１５万人に 

江別・高石さん夫妻 

「逃げ得の現行法改正を」 

 

 【江別】ひき逃げで二男を失った江別市の会社役員高石弘さん（４



３）と妻洋子さん（４３）らがひき逃げの厳罰化を求め、二○○三年八

月から集めていた署名がこのほど、十五万人を突破した。五日の

「こどもの日」が来るたびに、二男の大好きな卵焼きの入った弁当を

持ち、家族で行楽地に出掛けたときのことを思い出すという二人。

「『逃げ得』を許す現行法の改正が実現するまで、活動を続ける」と、

二男への思いを新たにしている。 

 四月十六日、札幌市中央区の駅前通。二人と二男の友人ら約二

十人が数カ所に分かれて街頭に立ち、訴えた。「ひき逃げの刑は軽

すぎます」。署名は朝から夕方までに約三千人に達し、総数は署名

開始から一年九カ月で十五万人を超えた。 

 二人の訴えは明快だ。 

 過度の飲酒や無謀運転による事故は危険運転致死傷罪が適用さ

れ、最高で懲役二十年の厳罰が科せられる。しかし、逃げると、事

故当時の呼気中のアルコール濃度を調べることができないため、飲

酒運転を立証できず、業務上過失致死傷罪が適用され、道交法違

反（ひき逃げ）を合わせても、最高で懲役七年六カ月にしかならない。 

 現行法は明らかに「逃げ得」を許しており、改正が必要という主張

だ。 

 高石さんの二男で野幌高一年だった拓那さん＝当時（１６）＝は○

三年二月十二日朝、自転車でアルバイト先の新聞販売店に向かう

途中、無職男のＲＶにひき逃げされ、死亡した。拓那さんの自転車

は五十メートルも引きずられ、捜査した警察官は弘さんに「これは殺

人だ」と言ったという。 

 男は同日夜、逮捕され、「酒を飲んでいたので、怖くなって逃げた」

と供述した。しかし、飲酒運転は立証できず、札幌地検は男を業務

上過失致死と道交法違反の罪で起訴。札幌地裁は同年五月、男に

懲役二年十カ月を言い渡した。 

 二人が納得できないまま、刑は確定した。「逃げ得を許さないため

には法改正しかない」。拓那さんの死からちょうど半年後の八月十

二日、二人は江別市内の街頭で署名活動を始めた。 

 街頭に立ったのは二人と、拓那さんの同級生ら。男の刑に納得で

きないのは、友人らも同じだった。 

 インターネットなどを通じた呼び掛けにも、予想以上の反響があっ

た。見ず知らずの市内の男性は、自主的に地域の盆踊りで署名を

集めてくれた。札幌の高校生は、学校単位で署名をまとめてくれた。

三カ月で五万人の署名が集まり、第一次分として当時の法相に提



出した。 

 二人は四月四日、全国のひき逃げ事件の被害者の遺族八人とと

もに南野知恵子法相と面会した。九万七千人の署名を手に訴える

二人に、南野法相は「重く受けとめます」とうなずいたという。「ひき

逃げという卑劣な行為をなくすため、あきらめない」と弘さん。洋子さ

んは「拓那の悲劇を繰り返さないために、法改正が必要なんです」と

話す。 

 洋子さんは拓那さんが死んでから、つらくて卵焼きをうまく作れなく

なったという。 

  

【写真説明】拓那さんの遺影を前に、ひき逃げの厳罰化に向けた思

いを語る高石弘さん（右）と洋子さん 

この記事のＰＤＦ版 

 

2005 年 6 月 24 日 北海道新聞 

 

飲酒ひき逃げ、どうして止めぬ 

同乗者にも賠償請求 

江別の遺族きょう提訴   

 

 二○○三年二月、江別市内で野幌高校一年の高石拓那さん＝当

時（１６）＝がひき逃げされ、死亡した事件で、同市内に住む拓那さ

んの両親が二十四日、拓那さんをＲＶでひき逃げした男性（服役中）

と、同乗していた市内の女性を相手取り、計九千七百万円の損害賠

償を求める訴えを札幌地裁に起こす。代理人の弁護士によると、交

通事故の民事訴訟で運転者だけでなく、同乗者を訴えるのは「調べ

た限り、全国初」という。 

 

 同乗者も訴えることについて、拓那さんの両親は「事故後、携帯電

話を持っていた同乗者がなぜ、通報してくれなかったのか。逃げたこ

http://www.ne.jp/asahi/remember/chihiro/takaishi0505.PDF


とについて同乗者の責任も明確にしたい」と話している。 

 

 訴状によると、男性は○三年二月十二日未明、女性とＲＶで札幌

市内のパブに行き、一緒に飲酒。帰りに女性を自宅まで送るため、

ＲＶを飲酒運転し、同日午前四時五十分ごろ、江別市内の市道でア

ルバイト先の新聞配達店へ自転車で向かっていた拓那さんをひき、

死亡させた。二人は拓那さんの救護や通報などの措置をとらず、そ

のまま立ち去った。 

 

 訴状は、女性が男性の飲酒を止めず、自宅まで送ってもらうため

に男性に運転させたことから、単なる同乗者ではなく、道路交通法

上、事故の際の救護などの義務がある「乗務員」に該当すると指摘。

それにもかかわらず、持っていた携帯電話で通報するなどの措置を

怠った、などとしている。 

 

 この事件で、男性は業務上過失致死と道交法違反（ひき逃げ）の

罪で懲役二年十カ月の判決を受け、服役している。 

 

 拓那さんの母親の洋子さん（４３）は「同乗者からは、いまだに謝罪

の言葉がない。なぜ、運転者に『逃げないで』と言ってくれなかった

のか。なぜ、倒れている拓那を放置したのか。同乗者にその罪の大

きさと、自分の責任を自覚してほしかった」と話している。 

 

 代理人の青野渉弁護士（札幌）は「単なる賠償請求ではなく、うや

むやになっている同乗者の責任をはっきりさせるのが最大の目的」

と話している。 

 

2005 年９月 20 日 朝日新聞  

 

逃げ得「許せない」 

飲酒人身事故に法の死角 （ｐｄｆ版） 

 

http://www.ne.jp/asahi/remember/chihiro/hikinige0509asahi.PDF
http://www.ne.jp/asahi/remember/chihiro/hikinige0509asahi.PDF


・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

2005 年 9 月 20 日 毎日新聞  

 

悪質交通事故：厳罰化へ署名３８６５人 

遺族ら街頭で呼びかけ－－中央区 ／大阪 

 

 「飲酒・ひき逃げ事犯に厳罰を求める遺族・関係者全国連絡協議

会」は１８、１９の両日、中央区の高島屋前で署名活動を行い、３８６

５人分の署名を集めた。 

 

 同会は今年７月、北海道や大分県など全国の交通事故遺族が中

心となって発足。同会によると、飲酒運転で事故を起こした運転手

がアルコールが抜けた後に出頭して検挙されると、飲酒事実の証拠

がなくなるため、業務上過失致死傷罪より刑罰が重い危険運転致

死傷罪の適用を逃れる悪質事案が後をたたないという。 

 

 ９９年に東名高速で泥酔運転の大型トラックに追突され娘２人を亡

くした同会幹事、井上郁美さん（３６）＝千葉市＝は「逃げ得を許さな

い制度が事故抑制につながるはず。飲酒運転の犠牲者をこれ以上

出さないために、多くの人に署名に協力してほしい」と話す。今後も

署名活動を続け、年内に法相に届ける予定。連絡先は同会幹事の

井上さん（０４３・２７６・４１６２）。【江畑佳明】 

 

2006/04/07  北海道新聞夕刊 

 

飲酒ひき逃げ 厳罰化を要望 

法相に遺族団体 

 

飲酒運転によるひき逃げの厳罰化を求め、全国で署名活動などを

展開している「遺族・関係者全国連絡協議会」は六日、法務省を訪



れ、罰則強化を求める三万七千人余りの署名を杉浦正健法相に手

渡した。 

同会は、二○○三年二月に江別市内で起きたひき逃げ事件で死亡

した野幌高一年、高石拓那さんの両親らが共同代表となり、昨年七

月に発足。高石さんの両親を中心に全国で署名活動を展開、すで

に計十四万人の署名を歴代法相に提出している。 

この日は高石さんの母洋子さんら八人が法務省を訪れ、杉浦法相と

面談。飲酒運転してひき逃げすると、「飲酒」の立証が難しく、結果

的に「逃げ得」を許している現状を説明。杉浦法相は「国会で取り上

げる方法を考えたい」と述べたという。  

 

2006/05/29  北海道新聞夕刊 

 

同乗者の賠償認めず 

札幌地裁「事故は目撃せず」 

江別ひき逃げ   

 

 二○○三年二月、江別市内で野幌高一年の高石拓那さん＝当時

（１６）＝がひき逃げされ、死亡した事件で、拓那さんの両親が、ＲＶ

を飲酒運転して拓那さんをひき逃げした男性と、同乗していた同市

内の女性の二人に計九千七百万円の損害賠償を求めた訴訟の判

決が二十九日、札幌地裁であった。  

 

 宮島文邦裁判官は、運転していた男性に約八千二百万円の支払

いを命じる一方、同乗女性に対する請求は棄却した。 

 判決理由で宮島裁判官は「事故発生時に女性は寝ており、事故を

目撃していなかったと認められ、女性が故意に救護義務を怠ったと

は認めがたい」と述べた。  

 

 訴えによると、男性は○三年二月十二日午前四時五十分ごろ、江

別市内の市道でアルバイト先の新聞配達店へ自転車で向かってい

た拓那さんをひき、死亡させた。二人は救護や通報などの措置をと



らず、そのまま立ち去った。二人は札幌市内のパブで飲酒し、その

後女性宅へ向かう途中だった。  

 

 訴えに対し、男性側はひき逃げに対する責任は認めたうえ賠償額

で争い、同乗女性側は請求棄却を求めていた。  

 

2006/06/06 北海道新聞 

 

「同乗者の責任追及」死亡高１の両親控訴 

江別・飲酒ひき逃げ  

 

 二○○三年二月、江別市で起きた飲酒ひき逃げ事故で、死亡した

野幌高一年の高石拓那さん＝当時（１６）＝の両親が、拓那さんをは

ねたＲＶの男性と同乗の女性に計九千七百万円の損害賠償を求め

た訴訟で、高石さんの両親は五日、同乗者への請求を棄却した一

審札幌地裁判決を不服とし、札幌高裁に控訴した。 

 五月二十九日の札幌地裁判決は、同乗者への請求は棄却したが、

男性には約八千二百万円の支払いを命じた。 

 控訴について代理人の青野渉弁護士は「一審判決は男性の前方

不注視を事故原因とし、飲酒の影響を過小評価している。二審でも

飲酒運転と事故との因果関係や同乗者の責任を追及したい」と話し

ている。  

 

2006/8/27 北海道新聞（札幌圏版） 

 

悲劇繰り返すな 

飲酒ひき逃げ厳罰化求め 

江別の高石さんら署名活動 



 

 ひき逃げで二男を失った江別市の会社役員高石弘さん（四五）と

妻の洋子さん（四四）らが二十六日、札幌市中央区の駅前通で、飲

酒運転によるひき逃げの厳罰化を求める署名行動を行った。父の

弘さんは「悲劇を繰り返さないためにも法改正は必要。残された遺

族の心のケアについても皆で考えてほしい」と訴えた。 

 高石さんは三年前、江別市内で二男の拓那さん＝当時（一六）＝

をひき逃げ事件で失った。生きていれば今年で二十歳。 

 署名活動には高石さんの両親が共同代表を務める「遺族・関係者

全国連絡協議会」の会員や拓那さんの友人らも参加。「ひき逃げを

重罪に」などと書かれた看板を掲げて署名を集めた。高石さんらは

来年春に法務省を訪れ、今回集めた署名を法相に手渡しすることに

している。署名活動は二十七日も実施する（天羽司） 

 

2006/9/15 毎日新聞 

 

危険運転致死傷罪適用 「厳罰は当然」 

東名事故井上さん「飲酒事故、故意犯」 

「ひき逃げ罪」創設を 

二男亡くした江別の高石さん 

３０日、福岡で署名活動（ｐｄｆ版） 

 

2006/9/23 読売新聞（ｐｄｆ版） 

 

特集「なくせ飲酒運転 遺族の叫び４」 

 

高１の冬路面置き去り 

常習者５年で「復権」 

http://www.ne.jp/asahi/remember/chihiro/hikinige060915mainiti.pdf
http://www.ne.jp/asahi/remember/chihiro/hikinige060915mainiti.pdf
http://www.ne.jp/asahi/remember/chihiro/hikinige060915mainiti.pdf
http://www.ne.jp/asahi/remember/chihiro/hikinige060915mainiti.pdf
http://www.ne.jp/asahi/remember/chihiro/hikinige060915mainiti.pdf
http://www.ne.jp/asahi/remember/chihiro/hikinige060923yomiuri.pdf
http://www.ne.jp/asahi/remember/chihiro/hikinige060923yomiuri.pdf
http://www.ne.jp/asahi/remember/chihiro/hikinige060923yomiuri.pdf
http://www.ne.jp/asahi/remember/chihiro/hikinige060923yomiuri.pdf


免許何度でも再取得 

 

 

2006/10/1 北海道新聞 

力込め 逃げ得ノー 

 

飲酒運転事故でつらい思い… 署名活動３年・江別の高石

さん 福岡で「厳罰化を」訴え   

 飲酒運転の車に追突され、幼児三人が

犠牲になる事故があった福岡市で三十日、

飲酒運転によるひき逃げの厳罰化を求

める署名活動が行われた。その中に、飲

酒ひき逃げで息子を亡くした江別市東野

幌町の主婦高石洋子さん（４４）の姿があ

った。「飲酒運転の逃げ得は許さない」と

訴え続けて三年。飲酒運転に向ける社会

の目が厳しさを増す中、「今こそ『ひき逃

げ罪』の創設を」と拡声器を手に協力を呼

び掛けた。 

 「こんなつらい思いをするのは、私たちだけにしたい。だから福岡

に来ました」。福岡市中央区の西鉄福岡駅前。署名活動には、高石

さんを含む全国の飲酒運転事故被害者の遺族ら約二十人が参加し

た。 



 二○○三年二月十二日の早朝、高石さんの二男、拓那さん＝当

時（１６）＝は自転車でアルバイト先の新聞販売店に向かう途中、飲

酒運転のＲＶにひき逃げされ死亡した。半日後に逮捕されたドライバ

ーは飲酒を認めたが、事故直後の呼気がわからないため酒酔い運

転を立証できなかった。このため、著しい飲酒運転などによる事故

に適用され、最高で懲役十五年（現在は二十年）が科される危険運

転致死罪には問えず、業務上過失致死と道交法違反（ひき逃げ）の

罪による懲役二年十カ月の刑となった。 

 危険運転致死傷罪が二○○一年に新設されてから、飲酒運転の

発覚で厳罰が下されることを恐れ、現場から逃走するひき逃げが全

国で増加。「逃げた方が、なぜ罪が軽くなるのか」。拓那さんの死か

ら半年後、高石さんは夫の弘さん（４５）と一緒に、飲酒ひき逃げの

厳罰化を訴えて、札幌や江別市内で署名集めを開始した。昨年から

は東京、神奈川など活動の場を道外にも拡大。これまでに集めた署

名は約十九万人分に上り、三回に分け、法務大臣に提出している。 

 福岡での事故をきっかけに、警察庁もひき逃げについて道交法の

法定刑を引き上げる方向で検討を始めた。遺族らの主張がようやく

現実味を帯びてきた形だが、高石さんは「誰もがひき逃げは犯罪だ

と思っている。それなら法定刑を引き上げるよりも、刑法に『ひき逃

げ罪』を作って、犯罪であることを国が示すべきだ」と強調する。三十

日の署名活動には五千百四十六人が応じてくれた。「驚くほど集ま

った」と高石さん。署名を呼び掛けていて、元気だったころの拓那さ

んをふと思い出したという。「法律が変わるまで闘いは終わりませ

ん」。一日も福岡で活動を続ける。 

＜写真：幼い子供３人が犠牲になる事故があった福岡市で、署名を

呼び掛ける高石洋子さん＞ 

 



2006/12/28, 北海道新聞夕刊 

 

「酒酔い」は最高懲役５年／アルコール提供にも懲役 

飲酒運転を厳罰化 

警察庁が道交法改正試案 

 

 酒酔い運転などによる重大事故の続発を受け、警察庁は二十八

日、飲酒運転の厳罰化などを盛り込んだ道路交通法改正試案を公

表した。飲酒運転そのものの罰則を強化するほか、飲酒運転の恐

れのある人への車や酒類の提供、飲酒運転の車への同乗などの行

為に対しても罰則規定を設ける。国民に意見を求めて検討を加え、

来年の通常国会に改正案を提出する。（関連記事１７面に） 

 試案によると、酒酔い運転（アルコールの影響で正常な運転がで

きない恐れがある状態）の罰則を現行の「三年以下の懲役または五

十万円以下の罰金」から「五年以下の懲役または百万円以下の罰

金」に、酒気帯び運転（呼気一リットル中のアルコール濃度が○・一

五ミリグラム以上）についても「一年以下の懲役または三十万円以

下の罰金」から「三年以下の懲役または五十万円以下の罰金」に引

き上げる。 

 飲酒運転の恐れのある人への車や酒類の提供については、現在、

刑法のほう助罪を適用して立件しているが、量刑は正犯の二分の

一のため、大半は罰金で済んでいた。試案では車や酒類の提供者

に、飲酒運転のドライバーと同等の罰則を科す。 

 また、飲酒運転を知りながら同乗することも禁止する。従来は積極

的な運転依頼などがない場合はほう助罪の適用が難しかったが、

試案では懲役を含めた罰則を設ける。 

 飲酒運転の発覚を恐れて事故現場から逃走するケースが指摘さ

れているひき逃げについては、現行の「五年以下の懲役または五十

万円以下の罰金」から「十年以下の懲役または百万円以下の罰金」

に罰則を強化する。 

 さらに、酒酔い運転で死亡事故を起こすなど悪質な違反で免許を

取り消された場合、新たに免許を受けられない欠格期間を従来の最

長五年から十年にする。 

 飲酒運転の罰則強化は二○○一年以来。同庁は「前回の厳罰化

で事故そのものは減ってきているが、悪質な運転、行為は後を絶た

ず、対策が必要となった」としている。 



 このほか、試案には、七十五歳以上の高齢者を対象にした認知機

能検査導入や、後部座席のシートベルトの着用義務付けなども盛り

込んだ。 

＊道交法の飲酒運転の罰則 

●現行 

 酒酔い運転   ３年以下の懲役または５０万円以下の罰金 

 酒気帯び運転  １年以下の懲役または３０万円以下の罰金 

 酒類、車両提供 なし（刑法のほう助罪などを適用） 

 同乗      なし（積極的な助長行為は刑法のほう助罪などを適

用） 

 ひき逃げ    ５年以下の懲役または５０万円以下の罰金 

●改正試案 

 酒酔い運転   ５年以下の懲役または１００万円以下の罰金 

 酒気帯び運転  ３年以下の懲役または５０万円以下の罰金 

 酒類、車両提供 

 ・酒酔い運転  ５年以下の懲役または１００万円以下の罰金 

 ・酒気帯び運転 ３年以下の懲役または５０万円以下の罰金 

 同乗 

 ・酒酔い運転  ３年以下の懲役または５０万円以下の罰金 

 ・酒気帯び運転 ２年以下の懲役または３０万円以下の罰金 

 ひき逃げ    １０年以下の懲役または１００万円以下の罰金  

 

2006/12/28, 北海道新聞夕刊 

 

道交法改正試案 

「逃げ得対策強化を」 

飲酒運転事故の遺族 

予防の重要性も強調 

 

 「厳罰化は一歩前進だが、飲酒運転の根絶にはアルコール依存

症や『逃げ得』させないための対策が必要」。交通事故の遺族らは、

道交法改正での罰則強化を評価する一方、批判が高まる中でも飲

酒運転をやめない悪質ドライバーらの対策強化を訴えている。 

 二○○三年二月に当時十六歳の二男を飲酒運転によるひき逃げ

で失った江別市の高石洋子さん（４４）は、厳罰化を求め続けても鈍

かった国の対応を思い出した。「それを思えば、よくここまで引き上



げたと思う。でも、もっと早ければ（幼児三人が死んだ）今年八月の

福岡の追突事故も起きなかったかもしれない」と語る。 

 事故後の○三年八月に始めた、飲酒・ひき逃げの厳罰化を求める

署名活動は三十万人が集まった。「飲酒を隠すために逃げたり、酒

や水を飲んだりの逃げ得を許さないためにも、道交法の改正だけで

はなく新たな法律の制定を急ぐべきだ」と法整備の拡充を求めた。 

 一九九五年に千歳市内で前方不注意のワゴン車にはねられ、当

時十七歳の長女千尋（ちひろ）さんを失った北海道交通事故被害者

の会代表の前田敏章さん（５７）＝札幌市西区＝も「福岡県で起きた

飲酒運転による死亡交通事故を受け、比較的早い対応だった」と評

価する。一方で、「最高懲役が二十年の危険運転致死罪との格差は

残る。飲酒運転事故の『逃げ得』をなくすため、罰則は上限だけでな

く、下限も引き上げるべきだ」と話す。また、前田さんは「飲酒運転を

続ける人は確信犯。一度摘発された人の車には、アルコールを検知

すると車が発進できない装置を搭載させるなどの対策が必要」と事

故の予防策の重要性を強調する。 

 九月に埼玉県で保育園児らの列にライトバンが突っ込み四人が死

亡、十七人が重軽傷を負った事故で、運転手が業務上過失致死傷

罪（最高懲役五年）で起訴されたことに触れ、「危険運転致死傷罪の

適用上の不備についても見直しを進めるべきだ」と話した。 

＊シートベルト後部座席も義務 

 警察庁は二十八日公表した道交法改正試案に、自動車の後部座

席のシートベルト着用を義務付けることも盛り込んだ。高速道路で違

反した場合、ドライバーに行政処分の点数一点を付加する。 

 昨年一年間に起きた交通事故で、後部座席のシートベルトを着用

していなかった人の致死率は着用していた人の約四倍に上っている。 

 しかし現行法では、着用は努力義務にとどまっており着用率は低

い。警察庁と日本自動車連盟が十月に実施した調査では、一般道

での着用率は運転席が９３・８％、助手席が８３・４％だったのに対し、

後部座席はわずか７・５％だった。 

 警察庁は二○一○年までに後部座席の着用率を５０％以上にす

るとの目標を掲げており、義務化に踏み切った。違反点数の付加は、

当面は被害軽減効果が大きい高速道路を対象にし、効果を見なが

ら一般道への適用拡大も検討する。  

 



北海道新聞 2007/01/27 

 

江別ひき逃げ 同乗者にも救護義務 

 札幌高裁、初の認定   

 

 二○○三年二月、江別市でひき逃げされ死亡した高石拓那さん＝

当時（１６）＝の両親が、飲酒運転して拓那さんをはねた男性と同乗

の女性に、計八千四百万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判

決が二十六日、札幌高裁であった。末永進裁判長は「事故後すぐに

救護措置を取らなかった責任は同乗者にもある」として、男性にの

み賠償を命じた一審判決を変更し、男性に七千九百万円、女性にも

慰謝料など三百三十万円を男性と連帯して支払うよう命じた。原告

代理人によると、飲酒運転について同乗者の責任を認めた判決は

あるが、ひき逃げを起こした車の同乗者に救護義務を認めた判決は

全国で初めて。  

 

 判決によると、男性は○三年二月、女性と札幌市内のパブで飲酒

し、女性を車で自宅へ送る途中、江別市の市道で、アルバイト先に

自転車で向かっていた拓那さんをはね、死亡させた。二人は拓那さ

んの救護措置を取らずに現場を立ち去った。  

 女性は「事故が起きるまで寝ており、その後男性から『人をひいた』

と聞いて現場に戻った。自転車は見たが、被害者には気付かなかっ

た」などと主張。一審の札幌地裁判決は女性の主張を認め、男性に

のみ賠償を命じた。  

 これに対し、高裁判決は《１》事故直後に現場に戻った際、男性は

車内から拓那さんを見ている《２》再び現場から逃げる途中、女性は

「戻った方が良い」と進言している－ことなどから「女性の『被害者に

気付かなかった』という供述は信用できない」と認定。その上で「被

害者は即死状態だったが、二人が救護せず拓那さんが放置された

ことで、両親は精神的苦痛を受けた」とした。  

 道路交通法では一般の同乗者に救護義務はないが、高裁判決は

今回のケースでは「条理上の救護義務が発生する」としている。  

 拓那さんの両親は、男性と一緒に飲酒していた女性には事故を起

こした責任もあると主張したが、判決は「飲酒が事故の原因とはいえ

ない」として退けた。  

 判決後、拓那さんの父親の弘さん（４５）は「同乗者にも責任があり、



『逃げ得』は許されないことが認められた」と話した。 

 

＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋

＋＋＋＋＋＋＋＋ 

 

毎日新聞 2007/1/27 

 

ひき逃げ、同乗者にも救護義務認定 

札幌高裁 

 

 北海道江別市内で０３年２月、道立高校１年、高石拓那（たくな）さ

ん（当時１６歳）がひき逃げされ死亡した事故で、車を運転していた

男性（３２）と同乗の女性（３２）に対し、拓那さんの両親が約８４００万

円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が２６日、札幌高裁であ

った。末永進裁判長は、女性の責任を認めなかった１審判決を変更

し、「女性にも被害者を救護すべき義務があった」と認定。１審が男

性に命じた約８２００万円の賠償額のうち、ひき逃げの慰謝料３３０

万円を女性も連帯して支払うよう命じた。 

 道路交通法は一般の同乗者には救護義務を規定しておらず、原

告代理人で交通事故訴訟に詳しい青野渉弁護士は「同乗者の義務

を認めたのは画期的」と評価した。 

 判決によると、男性らは札幌市内で飲酒した後の０３年２月１２日

未明、レジャー用多目的車（ＲＶ）で走行中、自転車で新聞配達に向

かう途中の拓那さんをはね、救護せずに逃走した。 

 拓那さんの両親は「女性は飲酒運転を助長し、事故後には救護し

なかった」と主張。末永裁判長は「事故はわき見が原因」として飲酒

との因果関係は認めなかったが、事故後については「道交法に規定

がなくても、女性には道理上の救護義務があった」と判断した。 

 刑事裁判では男性のみが業務上過失致死と道交法違反（ひき逃

げ）の罪に問われ、懲役２年１０月の１審判決が確定した。 

 拓那さんの父弘さん（４５）と母洋子さん（４４）は「事故後、パニック

状態の運転者に『助けよう』と助言できるのは同乗者しかいない。ひ

き逃げは同乗者にも責任があると認めてもらい、拓那に報告できる」

と涙を浮かべて話した。２人は２７、２８の両日、飲酒ひき逃げ事故

の厳罰化を求め、全国の遺族仲間と東京・上野駅前で署名活動を

行うという。【真野森作】 



 

2007/03/02, 北海道新聞夕刊 

 

飲酒、ひき逃げ厳罰化 

道交法改正案を閣議決定 

 

 飲酒運転の刑罰引き上げを柱に、車両、酒類の提供者や同乗者

の罰則を新設した道交法改正案が二日、閣議決定された。飲酒運

転に絡む道交法改正は二○○一年以来。ほかに自転車の歩道走

行の一部解禁や後部座席シートベルトの着用義務化、高齢ドライバ

ーを対象にした認知機能検査の導入なども盛り込んだ。 

 政府は今国会に改正案を提出し、飲酒運転に関する規定は公布

から三カ月以内の今年秋までに、そのほかは公布一－二年後の施

行を目指す。 

 改正案は、酒酔い運転の刑罰を現行法の「三年以下の懲役また

は五十万円以下の罰金」から「五年、百万円」に引き上げ、酒気帯

び運転も「一年、三十万円」を「三年、五十万円」とした。 

 飲酒運転のドライバーに車や酒を提供した場合の罰則を新設。車

両提供はドライバーと同じ刑罰に、酒類提供は酒酔い運転の場合

「三年、五十万円」、酒気帯びは「二年、三十万円」とした。 

 飲酒運転の容認につながるため「同乗罪」も新設。同乗者が車に

乗せるよう要求、依頼していれば摘発対象で、酒酔い運転の同乗は

「三年、五十万円」、酒気帯びは「二年、三十万円」。 

 ひき逃げも「五年、五十万円」から「十年、百万円」に厳罰化。飲酒

ひき逃げの場合、併合罪の上限は現行の懲役七年六カ月が同十五

年となる。 

 

＊道交法改正案の骨子 

・酒酔い運転の刑罰は「５年以下の懲役、１００万円以下の罰金」に、

酒気帯びは「３年、５０万円」に引き上げ 

・飲酒運転への車両提供はドライバーと同じ刑罰に。酒類提供は酒

酔い「３年、５０万円」、酒気帯び「２年、３０万」 

・飲酒運転の車に要求、依頼して乗せてもらう「同乗罪」を新設 

・ひき逃げの刑罰を「１０年、１００万円」に引き上げ 



・後部座席シートベルト着用を義務付け 

・子供が運転する場合など自転車の歩道走行を一部容認  

 

2007/04/13,「北海道新聞」  ｐｄf 版 

 

飲酒・ひき逃げに厳罰を 

息子失い 

江別の母、国会で訴え 

 

 飲酒運転によるひき逃げで息子を失った高石洋子さん（45）＝江別

市＝が１２日、道路交通法の改正案を審議している参院内閣委員

会に参考人として出席、「悪質なドライバーに逃げ得を許す現行法を

改め、厳罰化を進めなければ飲酒運転やひき逃げ事件はなくならな

い」と訴えた。 

 「飲酒・ひき逃げ事犯に厳罰を求める遺族・関係者全国連絡協議

会」共同代表でもある高石さんは、１６歳の二男を亡くした４年前の

事件を振り返り「息子をひいて逃げた犯人の行為は人間として一番

大切なものが欠落している。ところが、犯人を裁く法律は犯人のあし

き心よりもっと不完全だった」と、現行の道交法の不備を指摘した。 

 その上で「息子の死を無駄にしたくない気持ちと、こんな苦しみを

誰にもさせたくない思いから、逃げ得とならないために飲酒運転や

ひき逃げに厳罰を下すよう、刑法を含む関連法の改正を求める」と

要望した。 

＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋
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2007/04/12  STV 

 

遺族が訴え「ひき逃げを厳罰に」 

 

http://www.ne.jp/asahi/remember/chihiro/hikinige070413dousin.pdf


遺族が訴えたのは、悪質な交通違反の厳罰化でした。 

4 年前にひき逃げ事故で息子を失った江別市の両親が、改正道路

交通法の審議が進む国会で、 

飲酒運転やひき逃げなどの厳罰化を訴えました。 

 

(高石洋子さん)｢拓那ががんばれと言ってくれているので…｣ 

江別市の高石さん夫妻です。悪質な交通違反の厳罰化が審議され

ている国会･参議院から 

参考人として出席を求められました。 

高石さんは 4年前、息子の拓那さんをひき逃げで失いました。新聞

配達に向かっていた拓那さんの命を奪ったのは飲酒運転のクルマ。 

運転手は、飲酒の発覚を恐れて、逃走しました。 

 

裁判で男に下った判決は、懲役 2年 10 ヶ月でした。 

(高石洋子さん)｢この裁判で学んだことは飲酒運転したら逃げた方が

得で刑が軽くすむということ｣ 

逃げ得は許さない―。高石さんは、刑をもっと厳しくするべきだと訴

えてきました。 

国会では現在、悪質な交通違反の厳罰化について審議をしていま

す。 

ひき逃げの罰則は、これまでの倍の懲役 10 年ー 

さらに懲役 7年の｢自動車運転過失致死傷罪｣が新たに設けられる

見込みです。 

しかし、懲役 20 年の危険運転致死傷罪と比べても罪が軽くなってい

ます。 

 

(高石洋子さん)｢悪質なドライバーに逃げ得を許す現行法を改めな

ければ 

助かる命を見殺しにするひき逃げ犯はなくなりません。 

飲酒ひき逃げに対して逃げ得とならないよう、より厳罰が下される関

連法改正を要望します｣ 

(高石洋子さん)｢ものすごい緊張しました。ここに来て下さった方には

通じたと思っています｣ 

 

国会議員に自らの思いは伝わったはずだと話した高石さん―。 



逃げ得を許さないという姿勢を法律に反映して欲しいと話しています。 

（2007 年 4 月 12 日(木)「どさんこワイド１８０」） 

 

2007/6/14 「北海道新聞」 

 

酒類提供者に罰則 

同乗者も 

改正道交法成立へ 

 

 飲酒運転の厳罰化などを柱とした改正道交法が十四日午後、衆

院本会議で可決、成立する。酒類や車両の提供者とともに、同乗者

に対する罰則を新設し、ひき逃げの罰則も強化した。九月にも施行

される。 

 同法は、酒酔い運転の罰則上限を現行の「懲役三年または罰金

五十万円」から「五年、百万円」とし、酒気帯び運転は「一年、三十万

円」を「三年、五十万円」に引き上げる。 

 飲酒運転者への車両提供は、運転者と同等の罰則とし、酒類提供

は運転者が酒酔い運転をした場合は「三年、五十万円」、酒気帯び

は「二年、三十万円」。同乗者は、運転者に同乗を要求、依頼した場

合に、酒類提供者と同様の罰則とする。 

 ひき逃げは「五年、五十万円」を「十年、百万円」に引き上げ。飲酒

検知拒否は「三カ月、五十万円」で、懲役刑を新設する。 

 このほか、七十五歳以上の高齢者に認知機能検査と高齢者標章

「もみじマーク」の表示を義務付け。聴覚障害者には車両へのワイド

ミラー装着を条件に、普通免許取得を認め、障害者用の標識表示を

義務付ける。 

 後部座席のシートベルト着用も義務化し、子供などの歩道での自

転車通行を認める。 

 飲酒運転などの厳罰化は二○○一年六月の同法改正（○二年六

月施行）以来、六年ぶり。今国会では、自動車運転過失致死傷罪を

新設した改正刑法も成立している。 
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